
基準② かかりつけ医から腎専門医への紹介基準

出典：日本腎臓学会「CKD診療ガイド2024」から抜粋

基準① 健診結果からかかりつけ医への紹介基準

➢ 現時点での最新の診療ガイドラインを掲載しておりますが、今後改定され
る可能性があります。最新情報のご確認をお願いいたします。

➢紹介基準にかかわらず、診療の中で腎臓専門医への紹介が適切と判断される
場合には、遠慮なくご紹介ください。

１～４のいずれかに該当する場合

1)尿蛋白１以上
2)尿蛋白（±）が2年連続見られた場合
3)40歳未満：eGFR60mL/分/1.73㎡未満
4)40歳以上：eGFR45mL/分/1.73㎡未満

➢ 尿アルブミン定量検査は糖尿病性腎症の早期発見に有用であるため、糖尿病
で治療中の方には定期的な検査の実施をお願いします。

長崎県糖尿病・CKD対策検討部会（事務局：長崎県医療政策課）

R8.4月改定



*¹「専門的なCKD診療可能な医療機関」並びに*²「長崎県糖尿病連携医がいる医療機関」
のリストは県HPに掲載しております。病診連携にご活用ください。

掲載先：長崎県の専門的な慢性腎臓病（CKD）診療が可能な医療機関 - 長崎県ホームページ

長崎県の糖尿病医療連携について - 長崎県ホームページ

かかりつけ医
安定期治療、腎機能悪化の
発見、定期的な経過観察

腎専門医・専門的なCKD
診療可能な医療機関*¹

原因疾患の特定、治療方針の決定、
専門的治療の実施

健診・保健指導

糖尿病専門医
糖尿病連携医*²

血糖コントロール・合併症予防

基準①
による紹介

基準②
による紹介

症状安定後の逆紹介
定期的な情報共有
（必要時）併診

連携

※糖尿病関連腎臓病の場合

基準② による

紹介・連携

*¹専門的なCKD診療可能な医療機関
CKD診療に関する検査（尿一般検査、尿蛋白定量検査、尿中アルブミン排出量検査、腎生検、
腎臓超音波検査）、外来栄養指導、糖尿病性腎症の診療が（全てまたはいずれかが）可能な医療機関

*²糖尿病連携医
   地域の診療所・一般病院で糖尿病専門医や一般医と密接に連携し、インスリン管理をはじめ、合併症
   予防を積極的に行う医師

長崎県糖尿病・CKD対策検討部会（事務局：長崎県医療政策課）

https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/hoken-iryo/riryotaisaku/tounyoubyouckd/ckdiryoukikan/
https://www.pref.nagasaki.jp/bunrui/hukushi-hoken/hoken-iryo/riryotaisaku/tounyoubyouckd/tounyoubyouckd-tounyoubyouckd/
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